
 

神戸市定期巡回サービス訪問看護充実支援補助金交付要綱 

                        

（目的） 

第１条 この要綱は、神戸市定期巡回サービス訪問看護充実支援補助金（以下「本補助金」とい

う。）にかかる経費について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令（昭

和 22 年政令第 16 号）及び神戸市補助金等の交付に関する規則（平成 27 年３月神戸市規則第

38 号。以下「補助金規則」という。）に定めがあるもののほか、本補助金等の交付等に関して

必要な事項を定める。 

２ 本補助金は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス（以下「定期巡回サービス」とい

う。）の訪問看護サービスを提供する事業者に対し、定期巡回サービスの訪問看護と指定訪問看

護の介護報酬の差額の一定額を補助する「兵庫県定期巡回サービス訪問看護充実支援補助事業」

に随伴することにより、神戸市の定期巡回サービスへの訪問看護ステーションを支援するとと

もに、必要な訪問回数の提供を図ることを目的とする。 

 

（補助金の対象となる者） 

第２条 この要綱で本補助金の対象となる者は、神戸市内で定期巡回サービスの訪問看護を提供

する訪問看護事業所（連携型事業所の場合）又は定期巡回サービス事業所（一体型事業所の場

合）とする。 

 

（補助金の対象となる経費） 

第３条 この要綱で本補助金の対象となる経費とは、定期巡回サービスの訪問看護と指定訪問看

護の介護報酬の単価差の是正を図るための経費とし、「兵庫県定期巡回サービス訪問看護充実支

援補助事業」において交付決定を受けたものとする。 

 

（補助金の額） 

第４条 前条の補助率及び補助金の額は別表に掲げるとおりとする。 

 

（交付申請） 

第５条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式１号。以下「申請書」

という。）及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければなら

ない。 

 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めると

きは、補助金交付決定通知書（様式２号）により本補助金の交付の申請をした者（以下「補助事

業者」という。）に通知するものとする。 



２ 市長は、補助金交付決定通知書の交付にあたり、必要な条件を付すことができるものとする。 

 

（補助事業の変更等） 

第７条 補助事業者は、補助金規則第７条第１項第 1 号に掲げる承認を受けようとするときは、

補助金変更交付申請書（様式３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 補助対象事業者は、補助金規則第７条第１項第２号に掲げる承認を受けようとするときは補助   

事業中止（廃止）承認申請書（様式第４号）を、市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し，承認することが

適当であると認めたときは、その旨を補助金変更交付決定通知書（様式５号）により、補助事業

者に通知するものとする。 

４ 市長は、第２項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが

適当であると認めたときは、その旨を補助事業中止（廃止）承認通知書（様式第６号）により、

補助対象事業者に通知するものとする。 

 

（事業実績報告等） 

第８条 補助事業者は、補助金規則第 15 条に基づき補助事業の実績を報告しようとするときは、

当該補助事業の完了後、速やかに事業実績報告書（様式７号）及び市長が別に定める添付書類を

市長に提出しなければならない。 

 

（交付額の確定） 

第 9 条 市長は、補助金規則第 16 条による補助金の交付額の確定を行ったときは、補助金額確定

通知書（様式８号）により、速やかに補助事業者へ通知するものとする。ただし、確定した補助

金の交付額が、交付の決定における交付予定額と同額である場合は、通知を省略することがで

きる。 

 

（補助金の請求） 

第１０条 補助事業者は、本補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書（様式９

号）を市長の定める期日までに市長に提出しなければならない。 

２ 前項の請求があったときは，市長は速やかに補助金を補助対象事業者に支払うものとする。 

 

（補助金の取消しと返還） 

第１１条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助の決定を取消し、若しくは

補助金を減額し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（1）この要綱に違反したとき 

（2）第６条第２項の条件に違反したとき 

（3）事業を中止又は廃止したとき 

（4）その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき 



 

（調査又は報告） 

第１２条 市長は必要があると認めるときは、補助事業者に対し、本補助金の執行状況等につい

て必要な書類、帳票等の調査を行うとともに、その運営について報告を求め、適切な指導を行う

ことができるものとする。 

 

（施行の細目） 

第１３条 この要綱の施行に関して、必要な事項は、福祉局長が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 28 年３月 22 日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成 29 年３月１日から施行する。 

  附 則 

１ この要綱は、令和２年６月４日から施行する。 

  附 則 

１ この要綱は、令和 4 年６月 23 日から施行する。 

  附 則 

１ この要綱は、令和５年 12 月 15 日から施行する。 



  別表（第４条関係） 
 

   補 助 率    定額 

  補助金の額  

対象事業所が要介護３以上の利用者に対して一定回数の訪問看護サー

ビスを行った場合、以下の助成単価に利用者数及び利用月数を乗じた一

定額に１／４を乗じて得た額を交付額とする。 

 ただし、予算の範囲内とする。 

 

別に定める事項 
 

関 係 条 項  内                                容 

第５条 

（添付書類） 

 ①事業計画書（様式 1-2 号） 

 ②歳入歳出予算書 

 ③「兵庫県定期巡回サービス訪問看護充実支援補助事業」 

交付申請書及び事業計画書の写し 

（指定期日） 

別途通知する。 

第８条 

（添付書類） 

 ①事業実績報告書（様式 5-2 号） 

 ②歳入歳出決算書 

  ③「兵庫県定期巡回サービス訪問看護充実支援補助事業」 

事業実績報告書の写し 

（指定期日） 

別途通知する。 

 

区分
訪問回数　４回 3,000円/月・人
訪問回数　５回 11,000円/月・人
訪問回数　６回以上 19,000円/月・人

要介護３

補助単価

区分
訪問回数　４回 3,000円/月・人
訪問回数　５回 11,000円/月・人
訪問回数　６回 19,000円/月・人
訪問回数　７回以上 27,000円/月・人

要介護４

補助単価

区分
訪問回数　５回 3,000円/月・人
訪問回数　６回 11,000円/月・人
訪問回数　７回 19,000円/月・人
訪問回数　８回以上 28,000円/月・人

補助単価

要介護５


